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一
む
す
び
に
か
え
て

　
は
じ
め
に

元
朝
に
お
い
て
官
軍
と
も
宿
衛
と
も
称
さ
れ
る
怯
零
墨
Φ
。
。
ぼ
閃

元
朝
の
昔
費
赤
に
つ
い
て

片

山

丘
ノ＼

夫

は
、
皇
帝
の
護
衛
を
任
務
と
し
て
い
た
外
に
、
皇
帝
身
辺
の
車
馬
・

盧
帳
・
冠
服
・
食
飲
・
医
薬
等
に
関
す
る
奉
仕
を
も
職
務
と
し
て
い

た
。
こ
れ
が
元
史
兵
志
に
所
謂
霜
野
執
事
で
あ
り
、
真
杉
慶
夫
氏
は
、

怯
醇
執
事
に
あ
た
る
そ
れ
ぞ
れ
の
怯
醇
　
の
組
織
を
萱
野
執
事
班
と

　
　
　
ユ

称
し
た
。

　
怯
醇
執
事
の
種
類
に
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
a
、
皇
帝

の
日
常
の
起
居
、
飲
食
、
衣
食
等
に
関
す
る
直
接
的
な
奉
仕
を
す
る

　
　
　
　
　
　
　
ボ
　
ル
　
チ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ダ
　
ラ

も
の
と
し
て
、
ω
博
ホ
赤
（
所
掌
1
1
飲
食
、
以
下
同
様
）
、
②
答
刺

チ
　
　
　
　
　

シ
ヤ
リ
ベ
チ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
ク
ル
チ

赤
（
酒
）
、
㈹
舎
利
別
赤
（
シ
ャ
ー
ベ
ッ
ト
）
、
ω
速
童
児
赤
（
冠
服
）
、

　
チ
ユ
ラ
チ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
チ
ヤ
チ

㈲
燭
刺
赤
（
殿
庭
燈
燭
張
設
等
の
事
）
、
㈲
阿
察
赤
（
房
舎
の
設
営
）
、

　
ユ
　
レ
チ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
ル
　
チ
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
ウ
デ
チ

ω
玉
烈
赤
（
王
宮
縫
線
の
事
）
、
㈹
虎
児
赤
（
奏
楽
）
、
㈲
二
士
赤
（
戸

　
　
　
　
　
　
　
ハ
ラ
ル
ガ
チ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ジ
ヤ
サ
ク
チ

ロ
の
警
衛
）
、
（
1
0
）
八
刺
吟
赤
（
門
禁
〉
、
（
1
1
）
札
撒
忽
赤
（
朝
儀
）

が
あ
る
。
b
、
武
器
を
所
持
し
て
護
衛
を
主
務
と
す
る
も
の
に
、
（
1
2
）

コ
　
ル
　
チ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ウ
ル
ド
チ

火
児
赤
（
弓
矢
を
持
す
）
、
（
1
3
）
云
都
赤
（
環
刀
、
骨
朶
を
持
す
）
、
（
1
4
）

バ
　
ト
　
ル

抜
都
児
（
勇
士
）
が
あ
る
。
c
、
文
書
事
務
を
取
り
扱
う
も
の
に
は
、

　
　
ビ
チ
ク
チ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ジ
ヤ
ル
リ
ク
チ

（
1
5
）
必
閣
赤
（
文
書
）
、
（
1
6
）
札
里
赤
（
写
聖
旨
）
、
（
1
7
）
掌
嘉
瑞
計
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元
朝
の
昔
費
赤
に
つ
い
て

誉
者
が
あ
る
。
d
、
家
畜
、
飛
禽
の
飼
育
、
放
牧
並
び
に
そ
の
取
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
ボ
　
チ
　
　
　
　
　
　
　

キ
ル
ク
イ
チ

締
ま
り
に
当
た
る
者
に
、
（
1
8
）
昔
型
置
（
鷹
鵤
）
、
（
1
9
）
怯
憐
赤
（
鵠

　
　
　
　
　
ア
ド
ウ
チ
　
　
　
　
　
　

ア
ク
タ
チ
　
　
　
　
　
　
　
テ

隼
）
、
（
2
0
）
拙
掌
赤
（
牧
馬
）
、
（
2
1
）
阿
黒
達
赤
（
騙
馬
）
、
（
2
2
）
帖

メ
チ
　
　
　
　
　
　
コ
ニ
チ
　
　
　
　
ク
ケ
チ
ン

褻
赤
（
酪
駝
）
、
（
2
3
）
火
命
乞
（
羊
）
（
2
4
）
忽
客
臣
（
牛
）
、
（
2
5
）

モ
リ
ン
チ
　
　
　
　
　

カ
ラ
チ

莫
倫
赤
（
馬
）
、
（
2
6
）
吟
刺
赤
（
色
毒
味
美
な
る
上
等
の
黒
色
の
馬

黒
酒
）
、
（
2
7
）
怯
糸
口
・
縢
臣
（
豪
商
、
脾
僕
）
、
e
そ
の
他
の
も
の

　
　
　
　
　
　
ウ
ラ
チ
　
　
　
　
　

ク
ラ
ガ
チ
　
　
　
　
　
　
ク

と
し
て
、
（
2
8
）
兀
刺
赤
（
車
）
、
（
2
9
）
忽
藁
筆
赤
（
捕
捉
）
、
（
3
0
）
闊

テ
　
チ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

端
赤
（
従
僕
）
が
あ
る
。

　
右
の
う
ち
の
い
く
つ
か
は
、
己
に
一
一
八
九
年
、
チ
ン
ギ
ス
カ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ

の
所
謂
第
一
次
即
位
の
際
に
み
ら
れ
る
。
そ
の
後
塩
江
の
発
展
に
伴

い
、
三
智
執
事
班
の
数
も
増
し
、
右
に
掲
げ
た
よ
う
な
も
の
に
な
っ

た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
怯
醇
執
事
班
に
つ
い
て
未
だ
詳
ら
か
で
は
な
い
の
が
、

そ
の
組
織
と
運
営
の
在
り
方
で
あ
る
。
従
来
、
怯
醇
執
事
は
、
宿
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
る

の
雑
務
と
解
さ
れ
た
り
侍
衛
の
内
の
有
力
者
も
こ
の
任
に
あ
た
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

と
解
さ
れ
た
り
し
た
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
元
朝
の
複
雑
化
し
た
国
家

機
構
の
中
に
、
怯
醇
執
事
を
正
し
く
位
置
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

真
杉
慶
夫
氏
は
、
元
朝
の
国
家
機
構
の
中
に
怯
醇
執
事
班
の
組
織
と

運
営
の
実
際
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
怯
醇
の
職
掌
は
、
す
べ

て
中
国
的
家
政
機
関
に
吸
収
さ
れ
、
諺
語
　
は
等
し
く
実
際
の
職
掌

運
営
に
携
わ
ら
な
い
単
な
る
侍
従
的
な
存
在
と
化
す
る
傾
向
に
あ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ

た
と
さ
え
い
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
元
朝
の
国
家
機
構
の
中
に
岩
瀬
執
事
の
組
織
と
運
営
の
実
体
を
問

う
こ
と
は
、
怯
醇
　
と
怯
醇
執
事
班
の
性
格
を
明
ら
か
に
し
、
ひ
い

て
は
元
朝
の
国
家
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
と
深
く
関
わ
る
。
本

稿
に
そ
れ
を
と
り
あ
げ
る
所
以
で
あ
る
。

　
右
の
問
題
点
に
つ
い
て
筆
者
の
観
点
は
、
夙
に
真
杉
慶
夫
氏
や
海

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア

老
沢
哲
雄
氏
に
よ
っ
て
示
唆
さ
れ
、
大
葉
昇
一
氏
に
よ
っ
て
継
承
さ

れ
た
（
怯
憐
口
の
み
を
と
り
あ
げ
た
も
の
で
は
あ
る
が
）
怯
醇
の
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

重
構
造
の
観
点
で
あ
る
。
結
論
的
に
言
え
ば
、
怯
醇
執
事
班
に
は
、

万
の
怯
醇
　
と
は
別
個
に
下
級
執
役
者
が
あ
り
、
彼
等
は
、
数
多
の

家
畜
と
と
も
に
、
帝
室
私
訴
の
財
産
で
あ
る
が
故
に
、
帝
室
と
私
的

な
主
従
関
係
に
よ
っ
て
結
ば
れ
た
怯
醇
　
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
る
と

い
う
観
点
で
あ
る
。
三
十
に
及
ぶ
怯
醇
執
事
班
を
い
ち
い
ち
に
わ

た
っ
て
検
討
す
る
ス
ペ
ー
ス
は
な
い
の
で
、
本
稿
で
は
た
だ
昔
寳
赤

の
み
を
取
り
あ
げ
、
他
は
別
業
に
論
じ
る
こ
と
と
し
た
い
。

一、

ｯ
醇
執
事
班
昔
賓
赤
の
底
辺

　
　
一
　
昔
影
乾
の
名
称
及
び
鷹
の
種
類

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
昔
費
赤
（
ω
一
げ
幾
自
鰹
）
は
、
昔
筆
写
、
失
寳
赤
と
も
書
か
れ
、
漢

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね

語
で
鷹
房
、
鷹
坊
、
論
人
、
鷹
師
、
養
鷹
人
等
称
さ
れ
る
劇
中
執
事

の
一
で
あ
る
。

　
元
代
に
お
い
て
一
口
に
鷹
と
い
っ
て
も
、
白
装
、
海
東
三
五
（
海
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ブ

青
ω
ミ
パ
曾
）
　
鴉
鵤
（
ピ
p
α
冒
）
、
黄
鷹
（
O
費
α
5
巴
、
黒
鷹
（
不

旧
離
悔
）
、
角
鷹
（
O
ロ
殴
g
）
、
箋
全
島
鵤
（
H
叶
鉱
σ
q
口
）
、
鵠
（
隼
、
匹
時
庄
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

等
様
々
な
種
類
の
も
の
が
あ
り
、
こ
れ
ら
を
飼
育
し
て
鷹
狩
に
用
い

る
鷹
匠
を
一
概
に
昔
寳
赤
と
い
う
の
は
、
鷹
（
鵤
、
ω
画
幅
毒
9

ω
一
鑓
1
ω
一
ぴ
幾
§
）
を
以
て
こ
れ
ら
を
代
表
し
た
も
の
で
あ
る
。
た

だ
小
型
の
鷹
で
あ
る
鶏
（
隼
、
乞
児
圭
旗
鼓
民
）
を
使
用
す
る
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
限
り
、
怯
山
鳩
（
乞
児
赤
）
と
称
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
。

　
因
み
に
鷹
の
中
で
最
上
の
者
は
白
鵤
で
、
近
侍
機
業
赤
の
み
が
革

腕
に
つ
な
ぐ
こ
と
を
認
め
ら
れ
て
お
り
、
次
上
の
海
青
が
屡
々
賜
与

さ
れ
る
の
に
対
し
、
臣
下
に
賜
与
さ
れ
る
こ
と
も
滅
多
に
な
か
っ
た

　
　
　
ド

と
い
う
。
マ
ル
コ
ー
ー
ポ
ー
ロ
に
よ
れ
ば
、
白
鵤
は
水
禽
を
捕
獲
す
る

　
　
　
　
　
　
　
レ

た
め
の
も
の
で
あ
る
。

二
　
昔
寳
赤
の
成
立

　
昔
寳
赤
が
怯
醇
執
事
班
と
し
て
成
立
し
た
の
が
何
時
の
こ
と
で

あ
っ
た
の
か
は
、
詳
か
で
は
な
い
。
元
朝
秘
史
に
よ
れ
ば
、
チ
ン
ギ

ス
カ
ン
の
一
族
、
キ
ャ
ン
ト
姓
ボ
ル
ジ
ギ
ン
氏
に
鷹
狩
の
技
術
が

入
っ
て
き
た
の
は
、
ボ
ド
ン
チ
ャ
ル
の
時
で
あ
る
。
ボ
ド
ン
チ
ャ
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
ル
テ
カ
イ

は
、
馬
の
尻
尾
で
作
っ
た
罠
で
、
黄
鷹
を
捕
え
、
そ
れ
を
飼
育
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め

て
野
鳥
を
捕
獲
し
、
食
糧
そ
の
他
の
用
に
供
し
た
。
そ
れ
以
来
鷹
狩

の
技
術
は
、
彼
の
子
々
孫
々
に
伝
え
ら
れ
、
慣
習
と
し
て
定
着
し
た

ら
し
く
、
チ
ン
ギ
ス
カ
ン
も
、
次
の
ウ
ゲ
デ
ィ
カ
ー
ン
も
大
規
模
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　

鷹
狩
を
や
っ
て
い
る
。
秘
史
に
は
、
特
に
旨
煮
赤
の
名
は
見
え
な
い

が
、
一
一
八
九
年
チ
ン
ギ
ス
カ
ン
が
モ
ン
ゴ
ル
諸
部
を
統
一
し
た
際
、

そ
の
宮
廷
に
は
、
火
児
赤
や
蘭
塔
赤
と
と
も
に
、
鷹
の
捕
獲
、
飼
育
、

飛
砂
（
鷹
狩
）
を
専
門
の
職
と
す
る
昔
費
赤
も
成
立
し
た
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。

　
後
年
世
祖
フ
ビ
ラ
イ
期
に
な
る
と
、
昔
寳
赤
は
已
に
万
余
人
を
擁

す
る
大
組
織
に
発
展
し
て
い
る
。
マ
ル
コ
H
ボ
ー
ロ
は
、
フ
ビ
ラ
イ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

の
鷹
狩
の
様
子
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
（
マ
ル
コ
”
ボ
ー
ロ
が

中
国
に
滞
在
し
た
の
は
、
単
元
十
二
年
〈
一
二
七
六
〉
か
ら
同
二
十

九
年
〈
一
二
九
三
〉
ま
で
で
あ
る
）
。

　
　
十
二
月
、
一
月
、
二
月
を
上
記
カ
ン
バ
ル
ッ
ク
市
に
滞
留
し
た

　
　
カ
ー
ン
は
、
三
月
に
な
る
と
首
都
を
出
発
、
ほ
ん
の
二
日
行
程

　
　
ば
か
り
南
に
行
っ
た
大
海
沿
い
の
地
方
に
出
遊
す
る
。
属
従
す

　
　
る
者
は
、
一
万
余
人
の
鷹
匠
で
、
五
百
羽
の
オ
オ
タ
カ
と
、
多

　
　
数
の
ハ
ヤ
ブ
サ
や
セ
ー
カ
種
の
タ
カ
を
連
れ
て
い
く
。
こ
の
ほ

　
　
か
に
も
水
禽
を
捕
え
る
た
め
に
白
タ
カ
が
数
多
く
伴
わ
れ
る
。

　
　
た
だ
し
こ
う
い
つ
た
か
ら
と
て
、
こ
れ
ら
鷹
匠
が
す
べ
て
い
っ

　
　
し
ょ
に
カ
ー
ン
の
側
近
に
集
合
し
て
い
る
と
思
っ
て
は
な
ら
な

　
　
い
。
彼
等
は
百
名
か
二
百
名
ず
つ
、
も
し
く
は
そ
れ
以
上
が
一

　
　
団
と
な
っ
て
あ
ち
こ
ち
に
分
散
せ
し
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

　
　
る
。
こ
れ
ら
鷹
匠
の
集
団
は
禽
鳥
を
狩
り
つ
つ
道
を
進
み
、
獲

　
　
物
の
大
部
分
を
カ
ー
ン
の
も
と
に
送
り
届
け
る
。
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朝
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つ
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て



元
朝
の
昔
費
赤
に
つ
い
て

万
余
人
と
い
う
数
字
は
、
決
し
て
誇
張
で
は
な
い
。
元
史
鐙
兵
志

鷹
房
捕
独
條
に
列
挙
す
る
塁
塞
鷹
房
戸
（
昔
寳
赤
）
の
数
を
合
計
す

る
と
（
諸
王
位
下
及
び
宣
二
院
管
轄
准
画
意
義
賊
田
打
捕
総
管
府
を

除
外
し
て
も
）
“
万
人
を
超
え
る
。
元
史
雄
志
の
記
載
す
る
打
捕
鷹

房
戸
が
、
マ
ル
コ
・
ボ
ー
ロ
の
伝
え
る
鷹
匠
で
あ
る
と
み
る
の
を
可

能
に
す
る
の
は
、
マ
ル
コ
”
ボ
ー
ロ
の
文
中
の
「
百
名
か
二
百
名
、

も
し
く
は
そ
れ
以
上
が
一
団
と
な
っ
て
あ
ち
こ
ち
に
分
散
せ
し
め
ら

れ
て
い
る
」
と
い
う
一
節
で
あ
る
。
兵
志
に
記
載
す
る
打
捕
鷹
房
戸

が
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
組
織
構
造
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た

フ
ビ
ラ
イ
か
ら
数
え
て
七
代
目
の
文
範
至
順
元
年
（
一
三
三
〇
年
）

の
数
と
し
て
（
元
史
巻
三
十
四
文
宗
紀
、
同
年
八
月
壬
申
條
）

　
　
臣
等
比
奉
旨
、
裁
省
衛
士
、
（
中
略
）
鷹
房
萬
四
千
二
十
四
人
、

　
　
當
減
者
四
千
人
（
下
略
）

と
あ
る
。
鷹
房
万
人
と
い
う
の
は
、
フ
ビ
ラ
イ
以
後
怯
醇
執
事
班
昔

寳
赤
の
定
数
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
怯
醇
執
事
班
昔
費
赤

の
組
織
構
造
上
の
特
色
に
関
し
て
、
こ
こ
で
注
意
し
て
お
く
べ
き
は
、

マ
ル
コ
”
ボ
ー
ロ
の
、
「
こ
れ
ら
鷹
匠
が
す
べ
て
い
っ
し
ょ
に
カ
ー
ン

の
側
近
に
集
合
し
て
い
る
と
思
っ
て
は
い
け
な
い
」
と
い
う
一
節
で

あ
る
。
昔
寳
赤
に
は
側
近
に
あ
る
も
の
と
、
地
方
に
分
散
さ
れ
た
も

の
の
両
者
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
（
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
）
。

　
昔
寳
赤
が
打
捕
鷹
房
戸
と
し
て
成
立
す
る
の
は
、
元
朝
に
お
け
る

二
度
目
の
戸
籍
編
成
の
際
、
太
宗
ウ
ゲ
デ
ィ
カ
ー
ン
の
七
年
（
塩
魚
）

の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
憲
宗
二
年
目
壬
子
）
及
び
フ
ビ
ラ
イ
の
至

元
八
年
の
戸
籍
編
成
の
際
、
そ
の
ま
ま
民
戸
と
区
別
さ
れ
た
特
殊
戸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

計
と
し
て
引
き
継
が
れ
る
の
で
あ
る
。

　
打
衝
重
房
戸
の
特
殊
性
、
二
戸
と
別
籍
さ
れ
る
所
以
は
、
差
発
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

納
入
方
法
と
、
雑
涯
差
役
の
免
除
に
あ
っ
た
。
民
戸
が
差
発
と
し
て

縣
料
、
包
銀
を
納
入
す
る
か
わ
り
に
、
皮
貨
（
皮
革
）
を
納
め
た
の

で
あ
る
。
た
だ
し
の
ち
歯
元
八
年
以
降
は
綜
料
は
納
め
な
け
れ
ば
な

　
　
　
　
　
　
　

ら
な
く
な
っ
た
。

　
そ
れ
で
は
こ
の
よ
う
に
昔
造
赤
の
組
織
が
膨
張
す
る
過
程
で
、
昔

寳
赤
（
打
三
鷹
房
戸
）
に
充
て
ら
れ
た
の
は
ど
の
よ
う
な
者
か
と
い

う
と
、
析
居
（
分
家
）
早
良
（
奴
隷
1
1
駈
口
の
身
分
よ
り
解
放
さ
れ

　
　
　
　
　
ブ
ラ
ル
グ
チ

た
者
）
漏
籍
、
李
蘭
婁
（
遺
失
物
の
意
、
主
人
の
明
確
で
な
い
奴
脾
等
）
、

還
俗
の
僧
道
や
暖
役
無
頼
の
者
、
或
は
亡
宋
の
薔
高
等
の
戸
、
そ
の

他
諸
国
の
征
服
過
程
に
お
け
る
モ
ン
ゴ
ル
軍
へ
の
投
降
者
や
、
モ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ

ゴ
ル
支
配
階
層
に
よ
っ
て
収
集
さ
れ
た
鴬
遷
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち

昔
早
緒
膨
張
の
背
景
に
は
、
モ
ン
ゴ
ル
支
配
階
層
が
、
自
己
に
奉
仕

さ
せ
る
た
め
に
広
範
な
人
々
を
招
集
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
係
官
匠
戸
の
成
立
過
程
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
と
い
え

　
　
　

よ
う
。
昔
群
雲
の
底
辺
を
構
成
す
る
の
は
、
怯
醇
　
に
お
け
る
ご
と

く
赫
々
た
る
勲
臣
世
家
の
出
で
は
な
く
、
帝
室
一
族
、
投
下
等
の
私

的
隷
属
民
と
し
て
の
性
格
が
強
い
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ

る
。
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第一表　元史巻101兵志
　　　　鷹房白白白

白　在、名　称 戸数 備　　　　考
東平路 34

生州 84

加州 10

2山州 31

泰安州 5

東畑路 1

真定路 91

順徳路 19

廣平温 19

冠州 5

恩州 2

彰徳 37

衛輝路 16

大名路 286

保定路 31

河間路 252 元史巻16世祖紀、至元
素路面挙司 1191 27年2月条に「河間昔
河蝕官房府 276 真赤」とあり元典章巻
都立管楽 756 38「昔寳赤擾民」条に

遼陽大寧等庭打捕 「河間等路所管地面裏

鷹房総捕戸 759 昔寳赤」とあるのは、

東平曲路打出鷹房 河走路乃至世間面面府
官面戸 309 に属するものと考えら

随州徳安河南裏陽 れる。

懐孟等慮打捕鷹
房官捕戸 172

打捕提領所捕戸 40

高麗鷹房総管捕戸 250

河南等路打捕鷹房
官捕戸 1142

益都等庭打捕鷹房
官捕戸 521

河北河南東平等庭
打捕鷹房官捕戸 300

陪路打捕鷹房総管
捕戸 159

真定保定等庭打捕 宣徽院管轄准東准西屯
鷹房官捕戸 50 田打捕総管府司属打捕

准安路鷹房官捕戸 47 衙門提挙司十塵、千戸
揚州等慮打捕鷹房 所一慮；は省略する。

官捕戸 72
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三
　
管
理
機
構
ー
昔
寳
赤
の
所
属

　
元
朝
に
お
い
て
昔
費
赤
を
所
有
し
て
い
た
の
は
、
皇
帝
（
御
位
下
）

の
他
、
后
妃
、
皇
太
子
、
皇
子
、
諸
王
、
公
主
、
鮒
馬
、
各
投
下
功

臣
等
で
あ
る
。
管
理
機
関
と
し
て
は
、
元
史
巻
一
〇
一
鷹
房
捕
独
條
、

元
史
百
官
志
に
よ
れ
ば
、
御
位
下
打
捕
鷹
房
官
、
諸
王
位
下
、
（
世
祖
）

　
　
オ
　
ル
　
ド

第
四
斡
耳
朶
位
下
、
（
世
祖
）
第
二
斡
耳
朶
位
下
、
太
祖
斡
耳
朶
位

下
等
帝
室
に
直
属
す
る
も
の
と
、
宣
徽
院
（
皇
帝
の
食
膳
、
宴
会
の

支
度
、
怯
醇
　
の
糧
食
等
を
掌
る
）
中
政
院
（
中
宮
の
財
政
、
鶯
造
、

供
給
な
ら
び
に
番
衛
の
士
と
湯
沐
の
邑
と
を
掌
る
）
儲
政
院
（
至
元

　
　
　
　
　
　
　
　
チ
ン
キ
ム

十
九
年
に
皇
太
子
の
真
金
の
た
め
に
た
て
ら
れ
た
膚
事
院
が
も
と
に

な
っ
て
お
り
、
裕
宗
の
死
後
、
一
時
太
后
位
下
に
帰
し
徽
政
院
と
な
っ



1．一位下打捕鷹房官
所　在，名　称 戸数 責　任　者 備　　　　二

大都路實抵縣 77 張元 張工のみは権官。
十投下中華・順天・ 他は祖父の職を世襲。
真定・宣徳等路諸 通制條格巻28の至元三
色人匠打捕早戸 147 阿都赤 十年十一月二十九日の

管領大都等路打三鷹 達魯花赤 公文書に「良郷昔寳赤」
房平戸 117 石弓也先 とあるのはこれらのう

管領大都路打早馬房 鷹房官 ちいずれかに属すると
等官 228 李高高帖木場 考えられる。

管領大都等藁打鼻高 昌昌花赤
島人匠磐戸 50 黄也速角昇児

管領鷹二二二二匠等 達魯花赤
戸 157 移刺帖木児

管領打捕鷹房等戸 355 達四花赤阿八赤
宣授管領大都等路打 達魯花赤

捕鷹房人戸 243 寒食

H．諸王位下
所　在、名　称 戸数 備 至

言寧王位下管領高高
打三鷹三等戸官 201

普賓因大王位下管領
本投下大都野路打
捕鉢叩諸色人手達
吊花二二二二 780

皿．天下州陣所設二戸

所　在、名　称 戸数 備 考

腹裏打二戸 計4026
河東宣慰早打捕戸 598

予予弓打二戸 332

大同跡打堅磐 15

翼寧竿打醗酵 251

上都留守塁打開戸 397

宣半里領所打宇戸 182 宣徳山領所、 山東宣慰司の打盤戸は重複。

山東宣慰聾唖高高 397 山東宣慰司の前者の数は上都留守司の数
宣徳提領続打捕戸 182 を誤って記したもので後者の100が正し
山東宣準準打撃戸 100 い数と推測される。

益都路打捕戸 43

済南路打捕戸 36

般陽路 21
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た
こ
と
が
あ
る
が
、
基
本
的
に
は
東
宮
に
属
す
る
）
、
内
宰
司
（
澹

事
院
の
属
の
家
令
司
が
改
め
ら
れ
た
も
の
）
、
著
書
萬
戸
都
総
使
司

（
文
宗
潜
血
唇
従
の
臣
が
こ
れ
に
属
す
）
等
の
家
政
…
機
関
に
属
す
る

も
の
及
び
兵
部
や
枢
密
院
等
軍
事
を
掌
る
機
関
に
属
す
る
者
等
の
三

種
が
あ
り
、
そ
の
下
に
打
捕
置
石
官
、
雷
管
府
、
提
燈
司
、
提
諸
所

が
置
か
れ
、
昔
寳
赤
は
そ
れ
に
所
属
し
て
、
主
と
し
て
二
言
及
び
河

南
等
虞
行
中
書
省
、
そ
の
他
遼
陽
等
威
行
中
書
省
の
地
等
に
散
在
し

て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
肝
管
府
、
提
声
色
、
首
領
所
等
の
数
は
百

五
十
虞
を
越
え
て
い
る
が
、
繁
を
避
け
、
書
史
兵
艦
所
載
の
御
壷
下

寸
功
済
済
官
、
諸
王
位
下
（
重
罪
鷹
房
官
）
及
び
天
下
生
心
所
設
猟

戸
の
み
を
あ
げ
て
表
（
第
一
表
）
に
し
、
昔
寳
赤
の
地
方
散
在
状
況

の
参
考
と
し
た
い
。

　
右
の
三
種
の
管
理
機
構
の
中
、
兵
部
及
び
枢
密
院
に
所
属
す
る
も

の
は
、
直
接
帝
室
に
奉
仕
す
る
も
の
で
は
な
く
、
国
家
軍
備
の
用
に

任
ず
る
も
の
と
し
て
異
質
な
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
も
と
も
と
諸
王

の
も
の
で
あ
り
（
百
官
志
当
該
条
）
、
数
量
的
に
も
例
外
的
存
在
と

見
ら
れ
る
か
ら
、
昔
寳
赤
は
、
原
則
的
に
は
帝
室
に
奉
仕
す
る
も
の
・

で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

四
　
昔
寳
赤
の
職
掌

要
言
赤
の
仕
事
は
、
主
と
し
て
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
第

一
に
翠
嵐
を
捕
獲
す
る
こ
と
で
あ
る
。
地
方
に
散
居
す
る
昔
酒
器
が

捕
獲
し
た
鷹
野
（
一
般
の
人
が
捕
獲
し
た
場
合
に
は
、
官
司
に
届
出
、

官
司
を
通
じ
て
昔
費
赤
に
委
ね
る
）
は
、
毎
年
十
月
に
大
都
の
宮
廷

に
も
っ
て
い
き
、
よ
い
も
の
は
大
都
の
宮
廷
内
に
て
飼
育
し
、
あ
ま

り
よ
く
な
い
も
の
は
、
各
々
の
地
方
に
お
い
て
飼
育
し
、
飛
放
に
用

　
な
お

い
た
。
・
宮
廷
内
に
て
飼
育
に
あ
た
る
昔
寳
赤
が
、
近
侍
怯
醇
　
馬
屋

赤
で
あ
り
、
マ
ル
コ
ー
ー
ポ
ー
ロ
の
い
う
側
近
の
昔
費
赤
な
の
で
あ
る

（
そ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
）
。

　
第
二
に
鷹
を
飼
育
す
る
こ
と
で
あ
る
。
養
三
人
の
訳
が
あ
る
こ
と

に
よ
っ
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、
昔
寳
赤
が
鷹
の
飼
育
に
あ
た
っ
た
こ

と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
元
史
殖
董
貼
附
無
用
伝
に
よ
れ
ば
、
工

部
侍
郎
の
落
文
用
は
、
宮
廷
内
に
お
い
て
歯
学
の
も
と
で
鷹
の
飼
育

に
あ
た
っ
て
い
た
。
も
と
よ
り
そ
れ
は
工
部
侍
郎
の
職
掌
で
は
な
い

か
ら
、
怯
醇
出
身
者
で
あ
る
董
算
用
は
、
有
官
怯
醇
　
（
入
溶
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

な
お
用
瀬
に
番
直
す
る
も
の
、
元
朝
で
は
そ
れ
が
一
般
的
で
あ
っ
た
）

と
し
て
、
昔
寳
赤
の
三
斜
執
事
に
あ
た
っ
て
い
た
と
解
す
べ
き
で
あ

る
。
そ
の
場
所
は
大
内
西
南
隅
の
周
垣
外
に
あ
る
鷹
房
で
、
儀
岩
絡

　
　
　
　
　
　
め

の
隣
に
あ
っ
た
。

　
地
方
に
お
け
る
鷹
の
飼
育
の
直
接
的
な
例
は
な
い
が
、
前
述
の
よ

う
に
地
方
散
居
の
昔
寳
赤
が
鷹
鵤
を
捕
獲
し
た
場
合
、
あ
ま
り
上
等

で
な
い
も
の
は
地
方
で
飼
育
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
ま
た
元

典
章
巻
十
六
戸
部
活
《
芳
年
鷹
鵤
学
徳
》
條
に
、
諸
人
が
影
青
や
野

点
を
捕
え
た
場
合
の
処
置
と
し
て
、
「
（
鷹
の
扱
い
を
）
理
會
（
解
）
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た
だ

し
て
い
る
も
の
は
、
就
近
（
最
寄
り
）
の
官
司
に
便
ち
に
送
寵
せ
よ
、

理
會
し
な
い
も
の
は
、
暗
い
房
子
に
入
れ
、
人
を
し
て
看
視
せ
し
め
、

猫
を
入
れ
ぬ
よ
う
に
し
、
鞭
ち
に
就
籍
の
官
司
に
届
け
出
、
官
司
は

養
鷹
の
好
人
を
差
委
し
て
、
宮
廷
に
送
り
来
ら
せ
よ
し
と
て

　
　
二
二
各
路
出
榜
、
所
檬
収
融
合
暇
年
月
、
今
士
官
擬
命
索
数
目
、

　
　
伍
令
食
用
照
明
、
如
元
新
羊
肉
、
弾
琴
鶏
者
、
省
府
除
外
、
仰

　
　
照
験
施
行
、

　
　
　
　
海
青
黛
鵤
　
空
樽
二
雨
、
後
発
三
綱

　
　
　
　
鷹
児
鴉
鵤
　
早
旦
一
書
、
後
髪
二
足

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
ド
メ
テ
　
　
　
ナ
フ

と
い
う
命
令
が
出
さ
れ
て
い
る
。
「
収
住
吉
レ
暇
甘
食
」
と
あ
る
の
は
、

諸
人
が
偶
々
鷹
を
捕
獲
し
た
場
合
の
例
に
す
ぎ
ぬ
が
、
燃
犀
に
与
え

る
肉
の
種
類
と
量
は
必
ず
や
宮
廷
や
地
方
で
鷹
を
飼
育
す
る
際
の
基

準
に
則
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
よ
っ
て
鷹
の
飼
育
の
一
斑
が

窺
わ
れ
る
。

　
第
三
に
、
皇
帝
の
鷹
狩
に
庵
澄
す
る
こ
と
で
あ
る
。
諸
王
の
昔
寳

赤
が
諸
王
に
従
う
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
む
か
し
宣
徽
院
等
家
政

機
関
管
轄
の
昔
寳
赤
が
皇
帝
の
鷹
狩
に
唇
醜
し
た
と
は
考
え
ら
れ
な

い
。
彼
等
の
職
務
は
、
定
め
ら
れ
た
時
期
に
鷹
狩
を
し
て
、
そ
れ
ぞ

れ
が
所
属
す
る
帝
室
の
台
所
へ
歯
革
羽
毛
、
鮮
肉
等
を
供
給
す
る
こ

と
で
あ
る
。

　
皇
帝
の
鷹
狩
に
属
従
す
る
こ
と
は
、
先
掲
マ
ル
コ
ー
ー
ポ
ー
ロ
の
述

べ
る
と
お
り
で
あ
る
。
た
だ
そ
の
時
期
に
つ
い
て
、
マ
ル
コ
ー
ー
ポ
ー

ロ
が
「
三
月
に
な
る
と
」
と
い
っ
て
い
る
の
は
、
元
史
砂
漏
志
鷹

房
捕
猛
條
に

　
　
冬
春
之
交
、
天
子
或
親
幸
近
郊
、
興
言
隼
、
搏
撃
以
爲
游
瓦
之
町
。

と
あ
る
の
と
矛
盾
す
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
世
祖
以
後
、
正
月
一

日
よ
り
七
月
二
十
一
日
ま
で
は
野
獣
の
懐
妊
等
を
理
由
と
し
て
、
如

何
な
る
人
も
野
獣
を
打
難
し
て
は
な
ら
な
い
期
間
に
定
め
ら
れ
て
い

る
か
ら
、
マ
ル
コ
ー
ー
ポ
ー
ロ
に
三
月
と
あ
る
の
は
解
せ
ら
れ
な
い
。

貞
一
齊
詩
文
稿
《
聖
岳
詩
〉
に
、
将
軍
や
近
侍
を
従
え
た
皇
帝
の
飛

放
（
鷹
狩
）
と
思
わ
れ
る
光
景
が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ

に
は
「
青
徐
十
月
天
色
黄
」
と
あ
っ
て
、
十
月
と
な
っ
て
い
る
。
皇

帝
の
鷹
狩
も
、
春
夏
の
禁
猛
期
間
は
避
け
た
と
考
え
た
い
。

　
第
四
に
、
鮮
肉
、
歯
革
、
羽
毛
等
の
供
給
で
あ
る
。
元
史
墜
兵

志
学
二
親
捕
猟
條
に

　
　
是
故
捕
独
有
戸
、
使
之
致
鮮
食
、
以
薦
宗
廟
、
供
天
庖
、
而
歯

　
　
革
羽
毛
、
又
傘
下
以
備
用
。

と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
勿
論
諸
王
そ
の
他
の
昔
寳
赤
は
、
そ
れ

ぞ
れ
の
所
属
す
る
…
機
関
に
供
給
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
昔
寳
赤
の
貢
納
に
つ
い
て
、
宣
徽
院
管
轄
の
准
東
准
西
（
両
准
）

屯
田
蝿
捕
総
管
府
の
場
合
を
み
よ
う
。
至
正
集
崖
両
准
屯
田
打
捕

都
総
管
府
記
に

　
　
歳
貢
鹿
肇
、
率
遠
地
買
輸
、
四
五
月
至
京
師
、
車
駕
幸
上
都
、

　
　
膳
庫
貯
儲
、
坐
視
轟
敗
、
中
原
歳
事
心
用
、
宜
聴
早
早
、
中
書
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紀
之
、
〔
後
至
元
－
筆
者
〕
四
年
八
月
、
奏
可

と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
後
二
元
四
年
八
月
、
同
A
双
宣
一
院
事
の

賓
因
不
為
は
、
単
二
屯
田
打
払
総
管
府
の
実
態
を
調
査
し
、
総
管
府

が
歳
々
宣
徽
院
に
納
め
る
鮮
肉
（
鹿
豊
）
は
、
運
輸
に
長
期
間
を
要

す
る
の
み
な
ら
ず
、
丁
度
皇
帝
が
上
都
に
行
幸
の
斜
な
の
で
、
（
宣

薬
院
の
）
膳
庫
に
貯
蔵
し
て
い
る
間
に
腐
敗
し
て
し
ま
う
、
中
原
か

ら
の
歳
輸
の
み
で
用
に
給
り
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
折
収
を
聴
さ
れ
た

い
と
願
い
出
て
認
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
の
折
収
は
、
現
物
納

が
貨
幣
納
に
な
っ
た
と
解
す
べ
き
で
あ
り
、
折
収
の
結
果
と
し
て
、

鹿
肇
が
民
間
の
流
通
機
構
に
流
れ
る
こ
と
や
、
「
月
払
の
鯨
」
と
し

て
金
銭
を
手
に
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
等
の
こ
と
が
予
想
さ
れ
、

昔
歯
髄
等
の
宣
墨
書
に
対
す
る
隷
属
性
が
一
歩
緩
め
ら
れ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
他
の
管
理
機
関
の
下
に
あ
る
昔
寳
赤
に
、
同
様
な
こ
と
が

あ
っ
た
か
ど
う
か
は
詳
ら
か
で
は
な
い
。

　
第
五
に
書
評
の
納
入
で
あ
る
。
包
銀
、
富
士
の
折
納
と
雑
涯
差
役

の
免
除
に
つ
い
て
は
既
に
述
べ
た
が
、
そ
の
他
に
地
税
、
商
税
、
依

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

例
出
軍
等
の
六
色
の
達
書
が
あ
っ
た
。
地
税
・
担
税
は
、
そ
れ
ぞ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ

耕
種
、
売
買
す
る
者
の
み
が
納
め
る
の
で
あ
る
。
依
例
出
軍
と
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヰ
テ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヲ
、

丸
顔
の
叛
の
と
き
、
阿
沙
不
花
が
、
「
以
千
戸
師
　
昔
潔
癖
悪
澄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ

從
行
」
（
元
史
巻
一
三
七
阿
沙
不
適
伝
）
し
た
よ
う
な
場
合
を
い
う
の

　
　
　
　
お

で
あ
ろ
う
。
他
の
三
つ
の
辻
三
が
具
体
的
に
何
を
さ
す
の
か
詳
ら
か

で
は
な
い
。

五
　
鷹
狩
に
関
す
る
禁
止
事
項

　
世
祖
フ
ビ
ラ
イ
の
初
期
に
お
い
て
は
、
鷹
狩
は
一
般
に
認
め
ら
れ

・
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
次
第
に
許
容
の
範
囲
が
狭
め
ら
れ
、
世
祖

の
至
元
末
年
よ
り
成
長
即
位
の
初
め
に
か
け
て
、
遂
に
昔
寳
赤
と
し

て
登
録
さ
れ
て
い
る
者
の
他
は
、
特
に
願
い
出
て
許
可
を
得
た
も
の

及
び
行
中
書
省
、
宣
慰
司
の
官
そ
れ
ぞ
れ
筆
頭
一
名
に
限
り
許
さ
れ

る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
経
緯
を
み
る
と
、
ま
ず
至
元
五
年
二
月
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
　

海
青
や
よ
い
鷹
野
を
捕
獲
し
て
売
買
す
る
こ
と
が
禁
じ
ら
れ
た
。
す

な
わ
ち
こ
の
時
に
は
、
あ
ま
り
上
等
で
な
い
鷹
な
ら
売
買
し
、
そ
れ

を
使
っ
て
飛
放
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
た
と
解
繹
で
き
る
。
つ

い
で
至
元
二
十
一
年
十
二
月
に
は
、
天
子
の
鷹
鵠
を
紛
失
し
た
際
、

百
姓
諸
人
の
鷹
鵠
と
区
別
が
つ
か
な
い
か
ら
、
百
姓
の
鷹
鵠
の
脚
に

は
黒
色
の
繋
皮
を
使
用
し
、
紅
紫
雑
色
の
も
の
は
使
用
さ
せ
な
い
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
　

う
に
と
の
命
が
出
さ
れ
た
。
こ
の
時
に
は
ま
だ
百
姓
諸
人
も
鷹
を
所

有
し
、
鷹
狩
を
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ

が
至
元
二
十
九
年
二
月
に
な
る
と
、
軍
の
馬
を
損
壊
し
、
百
姓
を
苦

し
め
る
こ
と
を
理
由
に
、
諸
人
（
体
例
無
き
者
U
昔
寳
赤
以
外
の
者
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ

の
鷹
狩
が
禁
じ
ら
れ
た
。
「
軍
の
馬
を
損
壊
し
」
と
い
う
の
は
諸
人

の
う
ち
で
鷹
狩
を
行
う
も
の
に
は
軍
人
が
多
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ

う
。
こ
の
禁
令
の
も
と
に
、
翌
三
十
年
、
不
早
立
　
な
る
軍
人
が
鷹

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
お

鵤
を
献
上
し
た
際
「
今
後
軍
官
、
軍
人
毎
は
、
飛
放
す
る
な
よ
」
と
、
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元
朝
の
昔
賓
赤
に
つ
い
て

軍
官
．
軍
人
ら
の
鷹
狩
が
厳
し
く
禁
止
さ
れ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
鷹

狩
を
行
う
も
の
は
な
お
諸
処
の
官
僚
の
う
ち
に
絶
え
な
か
っ
た
ら
し

く
、
更
に
元
貞
三
年
（
大
徳
元
年
）
二
月
に
至
り
、
「
行
中
書
省
、

行
枢
密
院
、
行
御
史
台
等
の
官
人
よ
り
通
事
に
至
る
ま
で
、
誰
で
あ

ろ
う
と
鷹
狩
す
る
者
が
い
れ
ば
、
そ
の
鷹
や
狗
は
い
う
ま
で
も
な
く
、

　
　
　
の

そ
の
日
騎
っ
て
い
た
馬
や
鞍
、
弓
箭
、
着
て
い
た
衣
服
等
の
一
切
を

没
収
す
る
の
み
な
ら
ず
、
答
打
ち
七
つ
の
刑
に
処
す
る
」
と
い
う
刑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お

罰
を
伴
う
厳
し
い
命
令
が
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
禁
令
は
官
人
膏
吏

の
み
な
ら
ず
、
一
般
の
民
戸
を
も
対
象
と
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
実

際
に
鷹
狩
に
興
じ
た
の
は
、
官
人
冠
雪
が
主
で
あ
っ
た
に
相
違
な
い
。

こ
の
禁
令
は
厳
し
く
実
行
さ
れ
た
と
み
え
、
官
人
等
の
間
に
鷹
狩
を

許
容
さ
れ
た
い
と
い
う
強
い
要
望
が
起
き
た
た
め
に
、
大
徳
三
年
に

至
り
、
幾
分
緩
め
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
行
中
書
省
、
宣
慰
司
の
官
は

筆
頭
一
名
の
み
、
そ
の
他
は
重
喜
（
洪
萬
）
、
直
島
赤
、
不
二
木
、

　
　
　
　

塔
出
ら
特
に
願
い
出
て
許
可
を
得
た
も
の
に
限
り
、
放
鷹
（
鷹
狩
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め

が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

．
昔
寳
赤
に
は
勿
論
鷹
狩
が
認
め
ら
れ
て
い
た
。
け
れ
ど
も
そ
の
場

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ

所
と
季
節
に
は
制
限
が
あ
っ
た
。
場
所
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
飛
放
す
べ

く
与
え
ら
れ
た
（
標
発
）
所
定
の
場
所
が
あ
り
、
季
節
は
、
正
月
一

日
よ
り
七
月
二
十
一
日
に
至
る
ま
で
の
期
間
は
、
野
獣
が
子
ど
も
を

孕
む
時
期
で
あ
る
こ
と
や
肉
が
痩
せ
、
皮
が
用
を
成
さ
ぬ
と
い
う
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
め

由
に
よ
っ
て
禁
じ
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
大
都
を
中
心
と
し
て
八
百
里

以
内
の
地
（
別
な
表
現
で
は
、
「
東
は
藻
州
に
至
る
ま
で
、
南
は
河

間
府
に
至
る
ま
で
、
西
は
中
山
府
に
至
る
ま
で
、
北
は
宣
徳
府
に
至

　
　
　
　
　
　
な
お

る
ま
で
」
と
あ
る
。
）
は
、
御
昼
下
打
千
丁
房
官
管
轄
下
の
昔
風
赤

の
所
在
地
で
あ
り
、
皇
帝
の
狩
場
で
あ
っ
た
た
め
に
、
至
元
十
年
に

は
他
所
に
先
だ
ち
、
「
断
事
官
、
達
魯
花
期
官
人
、
回
回
、
漢
書
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

諸
色
人
等
」
が
、
そ
の
地
で
飛
放
す
る
こ
と
を
禁
じ
ら
れ
、
大
徳
元

年
に
は
、
昔
費
赤
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
に
標
発
さ
れ
た
場
所
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
れ

外
で
野
獣
を
打
捕
す
る
こ
と
が
禁
じ
ら
れ
た
。

二
、
昔
實
赤
の
二
重
構
造

近
侍
昔
寳
赤

　
元
朝
に
お
い
て
呈
出
赤
と
称
さ
れ
る
も
の
に
は
、
そ
の
出
自
や
地

位
、
職
掌
等
か
ら
み
て
二
種
の
も
の
が
あ
っ
た
。
一
つ
は
近
侍
昔
寳

赤
で
あ
り
、
一
つ
は
地
方
在
住
の
昔
画
塾
で
あ
る
。

　
近
待
昔
費
赤
に
つ
い
て
秘
書
志
巻
心
に

　
　
於
至
大
二
年
十
一
月
初
五
日
也
可
怯
醇
第
一
日
震
慶
嘉
西
耳
房

　
　
内
有
時
分
、
（
中
署
）
昔
費
赤
玉
龍
帖
木
児
丞
相
、
聖
霊
平
塚
、

　
　
三
児
魯
台
参
政
、
大
前
司
徒
等
有
來

と
あ
る
。
こ
れ
は
、
至
大
二
年
十
一
月
五
日
、
也
可
（
天
子
の
名
に

お
い
て
領
す
る
意
）
を
長
官
と
す
る
怯
醇
の
番
直
の
第
一
日
目
、
天

子
が
震
昏
々
の
西
耳
房
に
あ
っ
た
と
き
に
、
そ
の
近
侍
と
し
て
昔
寳
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ユ
　
ル
テ
イ
ム
　
ル

赤
玉
龍
帖
木
蓮
丞
相
以
下
が
い
た
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
同
様
な
文

書
に
よ
れ
ば
、
近
侍
昔
寳
赤
と
し
て
次
の
者
が
確
認
で
き
る
。

　
　
昔
寳
赤
大
都
丞
相
（
至
大
二
年
十
二
月
二
十
八
日
、
元
典
章
巻

　
　
五
）
、
塔
海
、
忽
都
児
、
充
沙
児
（
以
上
皇
慶
元
年
十
一
月
十

　
　
七
日
、
秘
書
志
巻
二
）
、
買
騨
（
延
祐
元
年
十
二
月
二
十
五
日

　
　
元
典
章
巻
五
十
三
、
又
延
祐
七
年
四
月
二
十
一
日
、
元
典
章
巻

　
　
二
十
四
、
又
延
祐
五
年
十
一
月
十
一
日
、
元
典
章
巻
八
）
、
醇

　
　
児
帖
該
（
延
祐
三
年
九
月
七
日
、
秘
書
志
豊
野
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ま
た
大
元
馬
政
記
至
元
二
十
五
年
六
月
三
日
條
に
は
上
都
大
内
鷹
盗

む子
宝
失
不
花
、
心
身
蛭
木
児
の
名
が
見
え
る
。

　
と
こ
ろ
で
近
侍
昔
費
赤
は
、
宮
廷
内
に
お
け
る
鷹
に
関
す
る
実
質

的
な
職
務
を
も
っ
て
い
た
。
先
述
の
よ
う
に
（
一
の
四
、
昔
費
赤
の

職
掌
條
）
毎
年
十
月
地
方
散
居
の
心
念
赤
か
ら
上
納
さ
れ
る
上
等
の

鷹
は
大
内
鷹
房
で
飼
育
さ
れ
た
が
、
そ
の
飼
育
に
あ
た
っ
た
の
は
近

侍
昔
寳
赤
に
相
違
な
い
。
先
述
工
部
侍
郎
の
董
盗
用
が
、
飼
育
に
あ

た
っ
た
の
も
大
内
鷹
房
の
鷹
で
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
。
元
典
章
巻
三

十
八
「
打
二
障
鵤
擾
民
事
」
に
は
、
至
元
三
十
一
年
七
月
十
八
日
に

　
　
　
ム
　
パ
　
ラ

昔
寳
赤
木
駆
梅
が
聖
旨
を
伝
上
し
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、

そ
の
聖
旨
の
内
容
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
　
答
刺
牢
将
チ
來
レ
ル
唖
ノ
鴉
鴫
ぢ
ク
存
リ
、
月
並
露
草
一
概
■
騰
説
へ
浄
、

　
　
他
不
一
錯
リ
了
へ
有
り
、
將
チ
鴉
鵤
ヲ
來
夘
ル
都
ハ
、
差
シ
テ
人
ヲ
置
上
來

　
　
タ
レ
ヨ
ー
ト
イ
・
ダ
リ
メ
髪
　
一
　
　
　
。

　
　
　
　
　
曲
道

　
　
　
　
　
　
　
　
欽
此

　
　
　
者
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ

こ
れ
は
、
諸
人
が
宮
廷
に
将
来
す
る
鷹
に
関
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ま

た
道
園
全
集
巻
十
二
大
宗
正
府
脳
底
札
魯
火
赤
島
昌
王
神
道
碑
に

　
　
（
上
暑
）
官
命
以
爲
大
宗
正
出
也
立
札
魯
火
赤
、
享
有
鷹
房
敷

　
　
百
人
、
止
立
皇
潜
邸
膚
帯
之
愚
臣
也
、
兼
命
領
之
、
而
指
揮
之

　
　
空
手
故

と
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
大
宗
正
福
建
可
札
雷
火
赤
の
月
震
寄
は
、

鷹
房
数
百
人
を
領
す
る
こ
と
を
命
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
近
侍
昔
費
赤

で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
以
上
の
例
に
よ
っ
て
、
近
侍
昔
寳
赤
が
、

宮
廷
内
に
お
い
て
鷹
の
飼
育
に
あ
た
る
、
鷹
事
に
関
し
て
聖
旨
を
伝

奉
ず
る
、
鷹
房
を
領
す
る
等
の
実
質
的
な
職
務
を
も
っ
て
い
た
こ
と

が
認
め
ら
れ
よ
う
。

二
　
近
侍
昔
寳
赤
と
地
方
散
居
の
昔
趣
旨

と
の
関
係

　
そ
れ
で
は
近
侍
昔
寳
赤
と
地
方
散
居
の
昔
寳
赤
と
の
関
係
は
ど
う

で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
康
里
氏
の
阿
沙
不
花
の
例
が
手
掛

り
を
提
供
し
て
く
れ
る
。
元
史
巻
一
三
七
本
伝
に
よ
れ
ば
、
阿
沙
不

花
は
怯
醇
出
身
者
で
あ
る
が
、
心
元
二
十
四
年
の
乃
顔
の
叛
の
際
、

千
戸
を
以
て
三
三
赤
の
衆
を
率
い
て
参
加
し
た
。
ま
た
乃
顔
が
平
ら

げ
ら
れ
て
後
、
「
遅
攻
赤
を
領
」
し
た
が
、

　
　
及
乃
顔
平
、
阿
沙
不
花
以
大
同
興
和
雨
田
面
車
駕
所
経
、
有
帷

　
　
壷
嶺
者
敷
十
里
、
無
居
民
、
請
詔
有
司
、
作
旧
基
中
、
徒
邑
民
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元
朝
の
昔
費
赤
に
つ
い
て

　
　
百
戸
、
居
之
、
割
境
内
昔
寳
赤
牧
地
、
使
耕
種
以
自
主
、
從
之

　
　
阿
南
忘
花
既
領
整
準
赤
、
帝
復
欲
蓋
徒
興
和
桃
山
敷
十
村
華
甲
、

　
　
以
其
地
卵
市
費
赤
牧
地
、
阿
沙
不
当
固
請
、
存
三
千
戸
以
給
鷹

　
　
食
、
帝
皆
聴
納
、
民
徳
之
、
至
今
飲
食
必
祭

と
あ
っ
て
、
昔
影
画
の
牧
地
が
大
同
興
和
雨
郡
境
域
内
の
帷
壷
嶺
附

近
に
あ
っ
た
こ
と
、
阿
沙
不
花
の
請
に
よ
っ
て
そ
の
地
を
割
き
、
三

民
百
戸
を
徒
し
た
こ
と
、
阿
沙
不
花
が
昔
寳
赤
を
領
し
て
の
ち
は
、

興
和
桃
山
敷
十
村
の
民
の
内
三
千
戸
を
以
て
鷹
食
を
給
す
る
戸
と
し

た
こ
と
が
わ
か
る
。
鷹
食
を
給
す
る
戸
と
い
う
の
は
、
別
に
並
塩
鷹

房
戸
と
し
た
と
い
う
の
で
は
な
く
、
飛
放
の
際
な
ど
に
必
要
な
箪
食

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ

を
給
す
る
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
こ
と
は
、
阿
沙
不
花
の
領

す
る
昔
費
赤
が
、
そ
の
附
近
に
牧
地
を
も
ち
遊
牧
、
飛
放
を
し
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
阿
沙
燈
花
の
領
す
る

諸
費
赤
は
、
既
に
前
節
に
お
い
て
検
討
し
た
地
方
散
居
の
昔
寳
赤
な

の
で
あ
る
。
怯
醇
出
身
者
の
阿
沙
不
花
は
、
そ
の
経
歴
か
ら
み
て
近

侍
昔
寳
赤
と
み
て
よ
い
か
ら
、
こ
こ
に
地
方
散
居
の
昔
費
赤
が
、
近

侍
昔
費
赤
に
よ
っ
て
領
さ
れ
る
と
い
う
関
係
が
看
取
さ
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
阿
絹
雲
花
は
、
通
制
條
盛
場
二
十
七
《
買
責
軍
器
》
條

に
よ
れ
ば
、
至
元
二
十
八
年
三
月
の
時
点
で
「
鷹
房
官
」
と
称
さ
れ

て
い
る
。
前
節
に
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
「
鷹
属
官
」
と
は
地
方
散

居
の
濫
費
赤
の
管
理
機
関
の
中
に
見
え
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ

で
学
位
下
打
捕
鷹
房
官
を
と
り
あ
げ
る
と
、
張
元
能
都
赤
、
石
抹
也

先
、
皇
后
激
帖
無
極
、
阿
品
赤
、
寒
食
と
い
う
人
々
が
あ
っ
た
（
元

史
巻
一
〇
一
兵
四
鷹
房
捕
猟
條
、
第
一
表
参
照
）
。
そ
の
う
ち
の
寒

食
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
元
史
籍
四
十
順
帝
紀
至
正
元
年
冬
十
月
己
酉

條
に

　
　
臆
面
沙
不
潰
敗
寧
王
、
昔
寳
赤
寒
食
順
國
公
、

と
あ
り
、
寒
食
は
丸
心
赤
と
称
さ
れ
、
阿
沙
不
花
が
順
寧
王
に
封
ぜ

ら
れ
る
の
と
同
時
に
、
順
國
公
に
封
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
事
．

実
は
、
御
燈
下
打
直
鷹
房
官
の
寒
食
が
阿
宙
吊
花
と
同
様
に
近
侍
昔

薄
赤
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
豊
門
不
義
が
地
方
散
居
の

昔
寳
赤
を
領
し
て
い
た
こ
と
と
、
寒
食
が
近
侍
昔
々
赤
で
あ
っ
た
こ

と
を
相
互
に
照
ら
し
証
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
呉
文
正
金
器
砿
故

贈
承
事
郎
楽
予
感
サ
張
君
墓
表
に

　
　
丞
相
塔
思
請
花
総
鷹
房
事
、
吾
父
提
學
山
東
諸
路
、
職
是
者
多

　
　
首
落
侵
擾
、
民
罹
冤
苦
、
無
筋
告
評
、
吾
父
濁
不
評
、
言
過
莫

　
　
不
感
悦

と
あ
る
。
張
君
が
山
東
諸
路
の
打
捕
鷹
房
提
睾
（
元
吉
兵
志
の
山
東

宣
慰
司
打
捕
戸
か
）
で
あ
っ
た
と
き
丞
相
塔
思
不
花
が
鷹
房
の
事
を

統
べ
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
塔
思
不
花
が
丞
相
で
あ
っ
た
の
は
、

至
大
元
年
か
ら
三
年
の
間
で
あ
り
（
元
史
宰
相
年
表
）
同
墓
表
に
よ

る
と
、
張
君
が
山
東
諸
路
の
打
金
鷹
房
提
學
で
あ
っ
た
時
期
は
詳
か

で
は
な
い
が
、
張
君
は
廷
祐
七
年
に
五
十
八
歳
で
卒
し
て
お
り
、
塔

思
不
花
が
丞
相
で
あ
っ
た
至
大
元
年
か
ら
三
年
の
間
は
、
四
十
六
歳
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か
ら
八
歳
で
あ
っ
た
と
い
う
勘
定
に
な
る
か
ら
、
習
吏
あ
が
り
の
張

扇
が
楽
陵
縣
サ
と
し
て
卒
す
る
前
、
山
東
汐
路
打
捕
鷹
房
提
學
の
職

に
つ
い
て
い
た
年
齢
と
し
て
不
自
然
で
は
な
い
。
丞
相
塔
思
不
乱
と

あ
る
の
は
置
戸
で
は
な
く
、
事
実
こ
の
と
き
丞
相
で
あ
っ
た
と
考
え

う
る
。
果
し
て
然
ら
ば
丞
相
塔
思
不
花
は
、
先
述
の
昔
寳
赤
玉
龍
帖

木
児
丞
相
、
梶
野
赤
大
都
丞
相
と
同
様
の
有
官
潜
勢
　
で
あ
り
、
近

侍
昔
費
赤
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
丞
相
が
追
福
で
あ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す

た
可
能
性
も
あ
る
が
、
そ
の
場
合
に
も
単
に
「
鷹
房
の
事
を
総
ぶ
」

と
あ
っ
て
地
域
を
限
定
せ
ず
、
山
東
雲
路
の
提
學
で
あ
っ
た
張
君
と

対
照
さ
せ
て
い
る
点
か
ら
み
て
、
塔
思
不
詳
は
、
地
域
に
限
定
さ
れ

ぬ
書
房
全
般
の
事
を
統
べ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
立

場
は
、
近
侍
昔
寳
赤
以
外
に
は
考
え
ら
れ
な
い
。
仮
に
限
定
さ
れ
た

地
域
に
の
み
彼
の
管
轄
が
及
ん
だ
と
し
て
も
、
な
お
昔
寳
赤
寒
食
の

よ
う
な
立
場
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
の
で
あ
る
。
塔
思
不
調
が
同

時
に
丞
相
で
あ
っ
た
こ
と
の
傍
証
と
し
て
次
の
史
料
が
あ
げ
ら
れ

る
。
牧
庵
集
巻
十
三
湖
廣
行
者
右
丞
相
（
阿
爾
吟
雅
）
神
道
碑
に

　
　
又
明
年
五
宮
訪
使
、
虎
符
、
領
算
法
、
滝
上
獣
皮
角
筋
羽
悉
征

　
　
想
望
、
尋
領
諸
路
鷹
師
獺
戸
、

　
　
　
　
　
　
　
ア
リ
ツ
ク
カ
　
や

と
あ
る
。
畏
吾
人
阿
蘭
鋳
雅
は
怯
醇
出
身
者
で
あ
る
が
、
至
聖
三
年

三
雲
上
脇
使
と
な
り
、
同
時
に
鷹
坊
を
領
し
た
。
ま
た
先
述
の
大
宗

正
府
也
配
札
魯
忽
皐
月
魯
寄
が
鷹
坊
五
百
人
を
領
し
た
例
を
も
合
せ

て
み
る
と
、
昔
寳
赤
を
領
す
る
者
が
、
昔
寳
赤
と
直
接
的
な
統
属
関

係
に
な
い
官
を
兼
ね
る
場
合
は
稀
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
考
察
に
よ
っ
て
、
諸
路
の
打
三
鷹
房
戸
は
近
侍
怯
醇
　
昔

寳
赤
“
青
房
官
が
管
領
し
て
い
た
と
い
う
関
係
が
明
ら
か
に
な
る
。

そ
れ
で
は
一
－
三
管
理
…
機
構
の
条
に
述
べ
た
も
の
の
ど
こ
ま
で
が
言

出
　
昔
読
書
の
管
領
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
で

あ
る
が
、
兵
部
や
枢
密
院
の
管
轄
に
な
る
も
の
は
、
他
の
皇
室
所
属

の
昔
寳
赤
に
比
し
て
異
質
で
あ
り
、
ま
た
例
外
的
で
あ
り
、
善
書
　

昔
寳
赤
の
管
轄
か
ら
除
外
し
て
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
宣
酷
薄
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ボ
　

中
政
院
等
家
政
機
関
管
轄
の
も
の
は
、
例
え
ば
論
争
院
に
は
怯
醇
寳

ル
　
チ

児
赤
が
所
属
し
、
宣
徽
院
の
長
官
が
同
時
に
怯
醇
風
で
あ
る
こ
と
が

　
　
　
な
む

あ
る
な
ど
、
こ
れ
を
特
に
三
盆
　
の
管
轄
と
区
別
し
て
考
え
る
必
要

は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

三
　
昔
實
赤
の
二
重
構
造
の
意
義

1
む
す
び
に
か
え
て
一

　
以
上
に
考
察
し
た
よ
う
に
、
昔
寳
赤
の
底
辺
を
構
成
す
る
も
の
は
、

モ
ン
ゴ
ル
の
諸
国
征
服
の
過
程
で
帝
室
の
よ
っ
て
掻
き
集
め
ら
れ
た

人
々
で
あ
り
、
帝
室
を
奉
仕
の
対
象
と
す
る
私
的
隷
属
民
で
あ
っ
た
。

そ
の
管
理
を
委
ね
ら
れ
た
の
が
近
侍
怯
醇
　
県
費
赤
で
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
は
、
次
の
よ
う
な
昔
墨
書
の
二
重
構
造
の
意
義
を
明
ら
か
に

す
る
。
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元
朝
の
昔
費
赤
に
つ
い
て

　
筆
者
は
、
己
に
怯
醇
　
が
皇
帝
と
私
的
な
主
従
制
的
な
関
係
に

よ
っ
て
結
ば
れ
、
そ
の
関
係
は
、
怯
醇
　
が
下
官
し
た
際
に
生
ず
る

公
的
な
官
僚
制
的
な
関
係
よ
り
も
優
位
に
あ
っ
た
と
い
う
元
朝
官
僚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

制
上
の
特
徴
に
つ
い
て
論
じ
た
が
、
近
侍
怯
醇
　
が
底
辺
の
昔
寳
赤

を
管
領
す
る
と
い
う
事
実
は
、
底
辺
の
昔
寳
赤
が
帝
室
に
私
的
に
隷

属
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
一
層
明
確
に
す
る
と
同
時
に
怯
醇
　

が
、
家
政
を
始
め
と
し
て
、
帝
室
に
私
的
に
奉
仕
す
る
も
の
で
あ
っ

た
こ
と
を
一
層
明
確
に
す
る
の
で
あ
る
。

註

1
、
真
杉
慶
夫
「
元
朝
の
必
閣
赤
に
つ
い
て
」
（
『
元
史
刑
法
志
の

研
究
訳
注
』
教
育
書
籍
、
一
九
六
二
、
所
収
）

2
、
こ
れ
ら
の
怯
醇
執
事
に
つ
い
て
は
、
別
置
「
元
朝
の
所
謂
怯

醇
執
事
に
つ
い
て
」
（
仮
題
）
を
用
意
し
て
い
る
。

3
、
元
朝
秘
史
巻
三
、
村
上
正
二
訳
注
『
モ
ン
ゴ
ル
秘
史
』
（
平
凡
社
、

一
九
七
〇
年
五
月
）
第
一
冊
第
一
二
四
節
一
飛
一
二
五
節
皿
鰯
一

丁4
、
那
珂
通
世
『
成
吉
思
汗
實
録
』
巻
十
理
獅
一
具
（
大
日
本
図
書
、

一
九
〇
七
）

5
、
箭
内
亙
「
元
朝
怯
醇
考
」
（
『
蒙
古
史
研
究
』
所
収
、
盟
謝
～

搦6
、
前
掲
真
杉
論
文
P
9
8

7
、
真
杉
慶
夫
「
怯
醇
制
度
に
つ
い
て
」
（
社
会
文
化
史
学
六
、
一

九
七
一
）
匪
・
3
1
～
3
4

　
　
海
老
沢
哲
雄
「
モ
ン
ゴ
ル
王
朝
期
の
怯
前
口
に
関
す
る
覚
え

書
き
」
（
北
海
道
大
学
紀
要
、
第
一
部
B
、
第
二
〇
巻
第
一
号
、
一

九
六
九
年
七
月

8
、
大
葉
昇
一
「
元
朝
黙
思
管
轄
下
の
怯
薄
口
」
（
早
稲
田
大
学
文

学
研
究
科
紀
要
別
冊
第
六
集
、
一
九
八
○
年
三
月
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

9
、
元
史
巻
八
世
祖
五
、
至
急
十
年
十
二
月
己
酉
朔
條
に
、
「
昔

　
　
　
　

博
赤
伯
都
」
と
あ
り
、
元
典
章
巻
五
十
三
「
稻
冤
問
虚
断
例
好
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

断
者
」
條
に
、
「
失
寳
赤
買
騙
」
と
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

1
0
、
諾
諾
山
居
新
語
に
「
皇
朝
昔
寳
赤
頭
養
墨
壷
也
」
と
あ
る
。

ま
た
元
史
巻
九
十
九
兵
四
鷹
房
捕
猛
條
に
「
元
制
、
自
潮
位
下
及

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

諸
王
、
皆
有
畑
寳
赤
面
鷹
人
也
」
と
あ
る
。
ま
た
張
養
浩
廟
堂
忠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　

告
重
民
第
三
に
「
今
夫
鷹
師
胃
薬
所
掌
者
不
過
人
主
嫁
御
之
一
物
、

而
人
尚
以
内
侍
重
之
」
と
あ
る
。
ま
た
道
園
全
集
巻
十
二
大
宗
正

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む

府
也
省
札
魯
歯
学
高
昌
王
神
道
碑
に
「
又
有
鷹
坊
数
百
人
、
蓋
裕

皇
潜
邸
元
從
之
親
臣
也
」
と
あ
る
。
ま
た
元
史
巻
三
十
五
文
宗
紀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

至
順
二
年
三
月
丙
戌
條
に
「
分
看
貫
鐵
木
児
等
房
百
人
」
と
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　

ま
た
報
耕
録
巻
一
に
「
昔
寳
赤
鷹
房
之
執
役
者
」
と
あ
る
。

1
1
、
元
典
衆
庶
三
十
八
「
打
型
込
鵤
擾
民
事
」
に
、
鴉
鵤
、
黄
鷹
、

角
鷹
、
四
維
の
名
が
見
え
る
。
ま
た
元
典
章
巻
十
六
戸
部
二
「
鷹

副
鷹
鵤
分
例
」
に
海
青
、
兎
鵤
、
鷹
野
、
鴉
鵤
と
あ
る
。
ま
た
山
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左
金
石
志
巻
二
十
三
禅
師
泰
安
武
尊
王
神
道
碑
に
、
白
蘭
の
名
が

見
え
る
。
こ
れ
ら
の
鷹
に
つ
い
て
、
「
　
学
課
語
」
「
耳
元
課
語
」
「
武

備
豊
北
虜
考
華
語
」
「
武
備
志
為
書
」
等
に
、
対
応
す
る
蒙
古
語
名

が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

1
2
、
元
史
兵
志
宿
衛
條
に
、
「
主
弓
矢
鷹
隼
心
事
者
日
掻
撫
赤
、

昔
賓
赤
、
怯
憐
赤
」
と
あ
る
。
弓
矢
を
粘
る
者
が
火
児
赤
で
あ
り
、

鷹
を
主
る
者
が
昔
費
赤
で
あ
る
か
ら
、
対
応
関
係
に
つ
い
て
い
え

ば
隼
を
儲
る
者
が
怯
憐
赤
と
な
る
。
岡
本
敬
二
氏
は
、
怯
憐
赤
を

怯
糊
口
と
同
義
に
さ
れ
て
い
る
が
、
（
「
元
の
怯
早
口
と
個
々
」
〈
東

洋
史
論
集
＞
1
、
一
九
五
三
年
四
月
、
R
㎜
）
、
「
主
弓
矢
鷹
捕
者
」

の
中
に
は
怯
憐
口
（
怯
怜
口
）
に
対
応
す
る
も
の
は
見
出
せ
な
い
。

そ
れ
よ
り
も
、
至
元
繹
語
に
「
棄
真
古
」
、
華
夷
課
語
に
「
乞
児
圭
」
、

武
備
志
課
語
に
「
乞
児
赤
」
、
盧
龍
塞
略
課
語
に
、
「
乞
児
来
」
と

漢
音
訳
と
さ
れ
て
い
る
蒙
古
語
猷
蒔
庄
、
漢
語
の
鵬
（
H
隼
）

を
掌
る
者
に
怯
憐
赤
を
当
て
る
方
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

1
3
、
戸
帳
金
石
韓
紅
二
十
三
太
師
泰
安
武
穆
王
神
道
碑
銘

1
4
、
愛
宕
松
男
訳
「
東
方
見
聞
録
』
第
一
冊
（
平
凡
社
、
一
九
七

〇
年
二
月
）
R
獅

妬
、
『
元
朝
秘
史
』
巻
十
、
村
上
『
モ
ン
ゴ
ル
秘
史
』
第
二
冊
、

第
二
三
二
節

1
6
、
前
掲
書
巻
十
二
、
前
掲
村
上
訳
注
書
毛
二
七
八
節

1
7
、
先
輩
愛
宕
訳
注
書
第
一
冊
囲
獅
一
三

1
8
、
元
典
章
巻
十
七
籍
冊
「
戸
口
條
格
」
條
（
通
利
條
格
巻
二
戸

令
も
同
じ
）
に
、
「
一
、
打
捕
戸
、
壬
子
適
言
直
打
毎
戸
、
鷹
當

縣
料
包
銀
留
年
、
送
納
皮
金
、
到
今
別
組
置
奪
、
若
有
孚
軍
戸
計
、

経
螢
陳
告
者
、
仰
照
乙
未
年
元
籍
名
色
、
蹄
着
」
と
あ
る
。

1
9
、
雑
澹
差
役
に
つ
い
て
は
、
梅
原
郁
「
元
代
差
役
法
小
論
」
（
東

洋
史
研
究
第
二
十
三
巻
第
四
號
、
一
九
六
五
年
三
月
）
囲
5
3
－
5
4

参
照

2
0
、
元
典
章
巻
十
七
籍
冊
「
戸
口
要
論
」
條
、
（
通
制
主
格
巻
二

戸
令
も
同
じ
）
、
隠
元
八
年
三
月
の
決
定
と
し
て
、
「
壬
子
年
附
籍

打
捕
戸
送
納
皮
貨
、
不
納
斤
縣
、
仰
掲
照
壬
子
元
〆
相
同
、
止
令

慮
皆
皆
料
、
如
不
当
打
三
戸
計
、
二
百
収
係
與
民
一
隠
隠
差
」
と

あ
る
。

2
1
、
元
史
巻
一
〇
一
兵
志
鷹
鋸
歯
狸
條
に
、
「
打
捕
豊
艶
人
戸
、

　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む

多
取
析
居
・
放
良
及
漏
籍
・
享
蘭
書
・
還
俗
僧
道
與
凡
子
役
無
頼

　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

者
及
招
収
心
身
醤
役
等
戸
、
爲
之
」
と
あ
る
。
ま
た
同
異
八
十
六

百
官
志
椹
密
院
の
属
、
大
悪
難
陽
平
三
十
田
打
捕
所
條
に
「
掌
北

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
　

京
平
藻
等
路
析
居
・
温
良
・
不
勝
婁
等
戸
」
と
あ
り
、
ま
た
、
同

巻
八
十
九
百
官
志
内
宰
司
属
保
定
等
路
打
捕
提
難
所
條
に
、
「
収

集
人
戸
謹
直
捕
戸
計
」
と
あ
り
、
ま
た
同
直
下
＋
九
皇
太
后
位
下

管
領
大
都
等
路
鷹
房
嚥
粉
人
戸
総
管
府
條
に
「
招
集
騒
士
散
逸
人

戸
」
と
あ
る
ご
と
く
で
あ
る
。
ま
た
総
懸
巻
一
五
三
高
宣
伝
に
「
太

宗
四
年
正
月
從
破
金
兵
三
峯
山
、
降
宣
者
二
千
鯨
戸
、
籍
甚
獣
、
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元
朝
の
昔
費
赤
に
つ
い
て

立
打
捕
鷹
房
都
総
管
府
統
之
、
以
三
十
都
総
管
、
賜
金
府
、
傍
令

子
孫
世
其
職
」
と
あ
り
、
金
兵
の
投
降
者
二
千
置
戸
を
以
て
打
捕

鷹
師
組
総
管
府
が
立
て
ら
れ
た
経
緯
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

朋
、
鞠
清
遠
「
元
代
係
官
匠
戸
研
究
」
（
食
貨
一
－
九
、
一
九
三
五

年
四
月
）
匪
1
2
1
1
5
。

2
3
、
通
制
條
格
巻
十
五
「
撞
支
馬
駝
景
雲
」
條
に
、
「
延
祐
元
年

八
月
、
中
書
省
奏
准
事
理
、
一
件
、
去
年
昔
寳
赤
日
、
教
拾
月
裏

入
大
都
來
者
、
塵
道
、
聖
旨
有
呵
、
預
先
將
申
入
來
、
教
外
学
栓
的
、

又
將
入
來
了
的
也
有
來
、
今
年
教
拾
月
初
斜
日
入
聾
者
、
慶
道
、

聖
旨
有
來
、
如
今
昔
費
赤
毎
根
底
差
人
、
去
大
都
的
入
來
的
、
拾

月
初
一
日
、
合
裏
頭
栓
的
鷹
、
教
輿
入
癖
者
、
塾
頭
栓
的
鷹
、
教

外
頭
栓
者
、
那
裏
版
金
、
教
昔
寳
赤
官
人
毎
・
度
支
監
官
毎
根
底

將
來
者
」
と
あ
る
。
文
中
「
田
頭
」
は
、
通
制
條
格
巻
十
三
宿
衛

糧
條
、
同
巻
二
十
八
至
元
二
十
四
年
九
月
十
四
日
條
、
ま
た
元
典

章
巻
三
十
九
、
怯
憐
口
官
吏
犯
罪
」
條
の
用
例
に
よ
れ
ば
、
裏
頭
（
宮

城
内
）
に
対
し
て
地
方
を
意
味
す
る
語
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
元
典
章
巻
三
十
八
「
打
捕
鷹
鵠
擾
民
事
」
條
に
、
「
至
元
三

十
一
年
六
月
二
十
三
日
奏
、
月
的
亡
失
在
前
欽
奉
聖
旨
、
手
捕
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　

戸
帳
、
黄
鷹
、
角
鷹
、
隻
維
好
的
、
尋
人
、
粟
窪
來
者
、
　
底
他

　
　
　
　
　
　
む
　
マ
マ

那
食
言
前
著
、
塵
道
聖
旨
有
來
、
奏
薦
、
奉
聖
旨
、
依
着
先
皇
帝

聖
旨
者
、
麿
道
、
聖
旨
了
也
」
と
あ
る
。

2
4
、
拙
稿
「
怯
醇
と
元
朝
官
僚
制
」
（
史
学
雑
誌
第
八
十
九
馬
弓
十

二
号
、
一
九
八
○
年
十
二
月
）

2
5
、
朱
懊
『
元
大
都
宮
殿
圖
考
』
（
一
九
三
五
年
九
月
）

2
6
、
元
史
巻
一
〇
一
鷹
房
捕
獄
條
に
、
「
潮
差
獲
除
黒
地
税
・
商

税
・
依
例
出
軍
等
六
色
宣
課
外
、
並
免
馬
差
涯
差
役
」
と
あ
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
地
税
を
納
め
る
者
は
種
田
の
者
に
限
ら
れ
、

商
税
を
納
め
る
も
の
は
、
費
塗
す
る
者
に
限
ら
れ
る
（
元
典
章
巻

二
十
四
「
種
田
納
税
」
條
）

　
宣
課
と
は
、
元
典
章
巻
二
十
二
「
恢
辮
課
程
條
壼
」
条
や
、

同
「
監
辮
課
程
」
条
に
よ
れ
ば
、
宣
壷
草
挙
司
の
管
轄
に
な
る
も

の
で
、
所
謂
課
程
を
指
す
語
と
考
え
ら
れ
る
。
課
程
に
は
、
茶
課
、

塩
田
、
酒
断
、
最
適
、
常
課
、
契
本
、
洞
冶
（
金
、
銀
、
鉄
冶
）
、

虚
貝
、
草
庵
、
雑
課
、
平
幕
、
地
二
等
が
あ
っ
た
が
、
六
色
の
宣

言
が
、
地
税
、
商
税
、
依
例
出
軍
の
他
の
い
ず
れ
の
も
の
を
指
す

の
か
は
未
詳
で
あ
る
。

2
7
、
前
注
参
照

2
8
、
そ
の
他
に
、
元
史
筆
七
世
祖
撃
発
元
八
年
記
月
乙
巳
條
に
「
沙

州
瓜
州
鷹
房
三
百
人
從
軍
」
と
あ
り
、
ま
た
同
巻
九
世
祖
紀
二
元

十
三
年
春
正
月
乙
亥
條
に
「
徒
大
都
言
路
猿
戸
、
戌
大
炊
山
之
東
」

と
あ
り
、
ま
た
同
巻
＝
二
四
小
雲
石
脱
忽
憐
二
八
丹
伝
に
「
子
八

丹
事
世
祖
爲
費
児
三
鷹
房
萬
戸
、
從
黒
眉
刺
張
有
功
」
と
あ
り
、

同
巻
五
世
祖
紀
至
元
四
年
春
正
月
乙
酉
條
に
「
以
宋
忽
児
滅
里
及

瀬
野
回
回
虫
房
等
黒
総
商
州
」
と
あ
る
。
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2
9
、
元
典
章
巻
三
十
八
兵
部
五
「
休
責
海
青
網
嚢
」
條
、
至
元
五

年
二
月
中
書
右
三
青
書
官
省
剖
。

3
0
、
同
右
「
鷹
鵠
顔
色
撞
皮
」
條
、
至
元
二
十
一
年
中
書
省
翁
付

3
1
、
同
右
「
有
髄
例
飛
放
打
園
」
條

3
2
、
同
右
「
軍
官
休
飛
放
」
條

3
3
、
同
右
「
禁
治
飛
放
」
條

3
4
、
涌
出
の
他
は
い
ず
れ
も
怯
醇
出
身
者
。
重
喜
（
洪
萬
）
は
旧

史
巻
一
五
四
、
語
典
赤
は
元
史
巻
一
二
五
、
不
忽
木
は
霧
雪
齊
文

集
七
置
文
貞
康
里
塚
碑
、
塔
出
は
元
史
巻
一
三
三
に
伝
あ
り
、

3
5
、
元
典
章
巻
三
十
八
「
題
名
放
鷹
」
條

3
6
、
元
史
巻
一
〇
一
兵
四
鷹
房
捕
独
條
に
、
「
地
山
禁
、
取
有
時
、

而
剛
者
則
罪
之
」
と
あ
る
。

3
7
、
元
典
章
巻
三
十
八
「
禁
治
打
捕
月
日
」
條
に
、
「
大
徳
元
年

二
月
十
八
日
欽
奉
聖
旨
節
該
、
昔
児
思
置
教
奏
、
在
前
春
裏
夏
裏
、

不
棟
是
誰
、
早
打
捕
者
、
慶
道
、
醇
暉
皇
帝
行
了
聖
旨
來
、
如
門

外
前
的
百
姓
毎
眼
打
捕
野
物
有
、
慶
道
、
奏
來
、
学
統
正
月
爲
懐

蒸
児
時
分
、
至
七
月
二
十
日
、
平
打
捕
者
、
打
捕
呵
、
肉
痩
皮
下

不
成
用
、
可
惜
了
性
命
野
物
、
出
了
踏
践
田
禾
、
塵
道
、
依
在
先

行
了
的
聖
旨
禮
例
、
如
今
正
月
初
一
日
爲
頭
、
至
七
月
一
日
、
不

棟
是
誰
、
休
打
捕
者
、
打
捕
的
人
毎
有
罪
過
者
、
道
來
」
と
あ
る
。

3
8
、
同
右
「
禁
地
内
放
鷹
」
條

3
9
、
同
右

4
0
、
同
右
「
禁
峰
打
薄
墨
児
」
條
に
、
「
大
徳
元
年
五
月
十
八
日

欽
奉
聖
旨
、
（
中
略
）
如
今
自
大
都
八
百
里
以
裏
、
舌
打
雪
兎
児
者
、

打
豊
島
房
子
毎
許
令
飛
電
道
來
的
人
毎
、
於
各
々
標
擾
到
的
地
面

裏
、
合
打
捕
的
時
分
打
捕
者
、
長
陽
的
外
、
不
棟
是
誰
、
休
打
捕
者
、

既
這
般
宣
諭
了
呵
、
八
百
里
以
裏
打
捕
極
洋
的
人
毎
、
有
罪
過
者
、

道
來
」
と
あ
る
。

4
1
、
通
制
條
格
巻
二
十
八
に
「
至
妙
二
十
四
年
九
月
十
四
日
、
尚

書
省
奏
過
、
昔
寳
三
寸
別
箇
行
露
虫
、
但
断
頭
出
雨
量
、
百
姓
毎

根
底
、
画
料
・
茶
飲
・
鷹
重
要
有
、
俺
商
量
得
、
從
今
日
後
無
俺

文
書
呵
、
不
棟
是
誰
根
底
、
不
教
與
呵
窓
生
、
当
直
、
是
也
休
與
者
、

塵
道
、
聖
旨
了
也
、
欽
此
」
と
あ
り
、
昔
費
赤
が
百
姓
に
対
し
て
、

飛
放
の
際
に
必
要
な
鷹
食
を
求
め
て
い
る
。
そ
の
他
同
様
の
例
が
、

燕
石
守
刀
十
三
建
言
救
荒
至
元
四
年
戊
寅
鞍
部
京
畿
東
道
條
、
及

び
元
典
章
二
聖
重
書
等
に
見
え
て
い
る
。

4
2
、
大
元
請
政
記
、
至
元
二
十
六
年
六
月
二
十
七
日
條
に
、
「
尚

書
省
剤
付
、
隆
興
路
子
君
九
十
九
匹
、
交
付
與
鷹
房
官
爵
思
・
阿

法
器
沙
門
収
管
」
と
み
え
る
。
鷹
房
官
の
管
下
に
お
い
て
馬
の
牧

養
が
行
な
わ
れ
て
い
た
例
で
あ
る
。

4
3
、
拙
稿
前
掲
論
文

4
4
、
同
右
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元
朝
の
昔
費
赤
に
つ
い
て


